
 

 

 

 

栃木市消防団岩舟方面隊機械器具置場における 

サイレン吹鳴停止のお知らせ 

 

 

現在、岩舟地域の一部の消防団機械器具置場（詰所）におい

て、正午にサイレンの吹鳴を行っております。このサイレン吹

鳴機器は、旧岩舟町において、火災等の災害が発生した際に、

消防団員の招集及び近隣住民の皆様への周知手段として設置

されたものであり、その機器点検の一環としてサイレン吹鳴を

実施しておりました。 

しかしながら、合併後栃木市において、災害時の消防団員招

集を目的とした「消防団員向け災害用メール配信サービス」の

開始や近隣住民の皆様への周知・広報手段として市内各所に整

備した「防災行政無線」により、その充実が図られております。  

また、機器の老朽化により故障や誤作動が懸念されているこ

とから、平成３０年９月３０日をもって、岩舟地域の消防団機

械器具置場に設置されている全てのサイレン吹鳴を停止させ

ていただくことといたしました。 

近隣住民の皆様には大変ご不便、ご迷惑をおかけしますが、

本趣旨をご理解いただき、何卒ご容赦くださいますようお願い

いたします。 
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